
JP 2018-10544 A 2018.1.18

10

(57)【要約】
【課題】データへアクセスするための文書の生成後にそ
のデータの新たなバージョンがサーバへ追加された場合
であっても、従来よりも容易に新たなバージョンのデー
タをユーザに使用させる。
【解決手段】画像形成装置１は、社内サーバ２Ａからフ
ァイルを受信するごとに、そのファイルを初めてダウン
ロードしまたはそのファイルが前回のダウンロード時以
降に更新された場合に、社外サーバ２Ｂへそのファイル
をアップロードする。さらに、社外サーバ２Ｂにおける
そのファイルへのアクセス用の印刷物を生成する。社外
サーバ２Ｂは、そのファイルを受信するごとに、バージ
ョン番号を付けてそのファイルを記憶する。そして、端
末装置３からのアクセスがあった場合に、バージョン番
号の一覧を端末装置３へ送信し、端末装置３が指定した
バージョン番号のそのファイルを端末装置３へ送信する
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一のネットワークに設けられる画像出力装置と、前記第一のネットワークとは異なる
第二のネットワークに設けられるサーバと、を有するデータ提供システムであって、
　前記画像出力装置は、
　コンテンツを再現するためのコンテンツデータへのハイパーリンクが記された文書を入
力する入力手段と、
　前記文書が前記入力手段によって入力されるごとに、当該文書から前記ハイパーリンク
を検出する検出手段と、
　前記ハイパーリンクが前記検出手段によって検出されるごとに、当該ハイパーリンクに
基づいて前記コンテンツデータを受信する受信手段と、
　前記コンテンツデータが前記受信手段によって受信されるごとに、当該コンテンツデー
タが前回に前記受信手段によって受信された後に更新されたか否かを判別する判別手段と
、
　前記コンテンツデータが更新されたと前記判別手段によって判別された場合、および、
当該コンテンツデータが前記受信手段によって初めて受信された場合に、当該コンテンツ
データを前記サーバへ送信する、アップロード手段と、
　前記文書を、前記コンテンツデータに対応するコンテンツ識別子とともに出力する出力
手段と、
　を備え、
　前記サーバは、
　前記コンテンツデータが前記画像出力装置から送信されてくるごとに、ユニークなバー
ジョン識別子と対応付けて当該コンテンツデータを記憶する、コンテンツデータ記憶手段
と、
　前記コンテンツデータ記憶手段に記憶される前記コンテンツデータそれぞれの前記バー
ジョン識別子の一覧を前記コンテンツ識別子と対応付けて記憶する一覧記憶手段と、
　端末装置から前記コンテンツ識別子を示された場合に、当該コンテンツ識別子に対応す
る前記一覧を当該端末装置へ送信する、一覧送信手段と、
　前記一覧の中からいずれかの前記バージョン識別子が前記端末装置から指定された場合
に、前記コンテンツデータのうちの当該指定されたバージョン識別子に対応付けられて前
記コンテンツデータ記憶手段に記憶されているコンテンツデータを当該端末装置へ送信す
る、提供手段と、
　を備える、
　ことを特徴とするデータ提供システム。
【請求項２】
　前記出力手段は、前記文書を、前記コンテンツ識別子を表わす識別用画像とともに用紙
に印刷することによって出力する、
　請求項１に記載のデータ提供システム。
【請求項３】
　前記出力手段は、前記コンテンツデータが前記受信手段によって受信されるごとに、前
記識別用画像として、前記文書を印刷する印刷日時を前記コンテンツ識別子とともに示す
画像を印刷し、
　前記アップロード手段は、前記コンテンツデータとともに、当該コンテンツデータが前
記受信手段によって受信されることに伴って前記出力手段が前記識別用画像を印刷する前
記印刷日時を示す日時データを前記サーバへ送信し、
　前記一覧において、前記コンテンツデータの前記バージョン識別子は、前記画像出力装
置から当該コンテンツデータとともに送信されてきた前記日時データに示される前記印刷
日時が対応付けられており、
　前記サーバは、
　前記端末装置から通知された前記印刷日時に対応する前記バージョン識別子に係る前記
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コンテンツデータを当該端末装置へ送信する第二の提供手段、
　を備える、
　請求項２に記載のデータ提供システム。
【請求項４】
　前記第二の提供手段は、前記端末装置から通知された前記印刷日時に対応する前記バー
ジョン識別子に係る前記コンテンツデータが前記コンテンツデータ記憶手段に記憶されて
いない場合は、当該印刷日時の直前の印刷日時に対応する前記バージョン識別子に係る前
記コンテンツデータを送信する、
　請求項３に記載のデータ提供システム。
【請求項５】
　前記出力手段は、前記コンテンツデータが前記受信手段によって受信されるごとに、前
記識別用画像として、前記コンテンツデータが更新された更新日時を前記コンテンツ識別
子とともに示す画像を印刷し、
　前記アップロード手段は、前記コンテンツデータとともに、当該コンテンツデータの前
記更新日時を示す日時データを前記サーバへ送信し、
　前記一覧において、前記コンテンツデータの前記バージョン識別子は、前記画像出力装
置から当該コンテンツデータとともに送信されてきた前記日時データに示される前記更新
日時が対応付けられており、
　前記サーバは、さらに、
　前記端末装置から通知された前記更新日時に対応する前記バージョン識別子に係る前記
コンテンツデータを当該端末装置へ送信する第二の提供手段、
　を備える、
　請求項２に記載のデータ提供システム。
【請求項６】
　第一のネットワークに設けられる画像出力装置と、前記第一のネットワークとは異なる
第二のネットワークに設けられるサーバと、を有するデータ提供システムであって、
　前記画像出力装置は、
　コンテンツを再現するためのコンテンツデータへのハイパーリンクが記された文書を入
力する入力手段と、
　前記文書が前記入力手段によって入力されるごとに、当該文書から前記ハイパーリンク
を検出する検出手段と、
　前記ハイパーリンクが前記検出手段によって検出されるごとに、当該ハイパーリンクに
基づいて前記コンテンツデータを受信する受信手段と、
　前記コンテンツデータが前記受信手段によって受信されるごとに、当該コンテンツデー
タが前回に前記受信手段によって受信された後に更新されたか否かを判別する判別手段と
、
　前記コンテンツデータが更新されたと前記判別手段によって判別された場合、および、
当該コンテンツデータが前記受信手段によって初めて受信された場合に、当該コンテンツ
データを前記サーバへ送信する、アップロード手段と、
　前記文書を、前記コンテンツデータに対応するコンテンツ識別子とともに出力する出力
手段と、
　を備え、
　前記サーバは、
　前記コンテンツデータが前記画像出力装置から送信されてくるごとに、当該コンテンツ
データを記憶する、コンテンツデータ記憶手段と、
　端末装置から前記コンテンツ識別子を示された場合に、当該コンテンツ識別子に対応す
る前記コンテンツデータのうちの最後に前記コンテンツデータ記憶手段に記憶されたコン
テンツデータを当該端末装置へ送信する、提供手段と、
　を備える、
　ことを特徴とするデータ提供システム。
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【請求項７】
　前記出力手段は、前記文書を、前記コンテンツ識別子を表わす識別用画像とともに用紙
に印刷することによって出力する、
　請求項６に記載のデータ提供システム。
【請求項８】
　前記出力手段は、前記文書を、当該文書から前記ハイパーリンクを削除して印刷する、
　請求項２～５、７のいずれかに記載のデータ提供システム。
【請求項９】
　前記識別用画像は、二次元バーコードである、
　請求項２～５、７、８のいずれかに記載のデータ提供システム。
【請求項１０】
　前記識別用画像は、さらに、前記サーバへアクセスするためのアドレスを示す、
　請求項２～５、７～９のいずれかに記載のデータ提供システム。
【請求項１１】
　第一のネットワークに設けられており、かつ、前記第一のネットワークとは異なる第二
のネットワークに設けられているサーバへアクセスすることができる、画像出力装置であ
って、
　コンテンツを再現するためのコンテンツデータへのハイパーリンクが記された文書を入
力する入力手段と、
　前記文書が前記入力手段によって入力されるごとに、当該文書から前記ハイパーリンク
を検出する検出手段と、
　前記ハイパーリンクが前記検出手段によって検出されるごとに、当該ハイパーリンクに
基づいて前記コンテンツデータを受信する受信手段と、
　前記コンテンツデータが前記受信手段によって受信されるごとに、当該コンテンツデー
タが前回に前記受信手段によって受信された後に更新されたか否かを判別する判別手段と
、
　前記コンテンツデータが更新されたと前記判別手段によって判別された場合、および、
当該コンテンツデータが前記受信手段によって初めて受信された場合に、当該コンテンツ
データを前記サーバへ送信する、アップロード手段と、
　前記文書を、前記コンテンツデータに対応するコンテンツ識別子とともに出力する出力
手段と、
　を有することを特徴とする画像出力装置。
【請求項１２】
　第一のネットワークに設けられる画像出力装置からアクセスされ、かつ、前記第一のネ
ットワークとは異なる第二のネットワークに設けられる、サーバであって、
　コンテンツを再現するためのコンテンツデータが、当該コンテンツデータを識別するコ
ンテンツ識別子とともに前記画像出力装置から送信されてくるごとに、ユニークなバージ
ョン識別子と対応付けて当該コンテンツデータを記憶する、コンテンツデータ記憶手段と
、
　前記コンテンツデータ記憶手段に記憶される前記コンテンツデータそれぞれの前記バー
ジョン識別子の一覧を前記コンテンツ識別子と対応付けて記憶する一覧記憶手段と、
　端末装置から前記コンテンツ識別子を示された場合に、当該コンテンツ識別子に対応す
る前記一覧を当該端末装置へ送信する、一覧送信手段と、
　前記一覧の中からいずれかの前記バージョン識別子が前記端末装置から指定された場合
に、前記コンテンツデータのうちの当該指定されたバージョン識別子に対応付けられて前
記コンテンツデータ記憶手段に記憶されているコンテンツデータを当該端末装置へ送信す
る、提供手段と、
　を有することを特徴とするサーバ。
【請求項１３】
　第一のネットワークに設けられる画像出力装置からアクセスされ、かつ、前記第一のネ
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ットワークとは異なる第二のネットワークに設けられる、サーバであって、
　コンテンツを再現するためのコンテンツデータが、当該コンテンツデータを識別するコ
ンテンツ識別子とともに前記画像出力装置から送信されてくるごとに、当該コンテンツデ
ータを記憶する、コンテンツデータ記憶手段と、
　端末装置から前記コンテンツ識別子を示された場合に、当該コンテンツ識別子に対応す
る前記コンテンツデータのうちの最後に前記コンテンツデータ記憶手段に記憶されたコン
テンツデータを当該端末装置へ送信する、提供手段と、
　を有することを特徴とするサーバ。
【請求項１４】
　第一のネットワークに設けられる画像出力装置と、前記第一のネットワークとは異なる
第二のネットワークに設けられるサーバと、によって端末装置へデータを提供するデータ
提供方法であって、
　前記画像出力装置は、
　コンテンツを再現するためのコンテンツデータへのハイパーリンクが記された文書を取
得し、
　前記文書が取得されるごとに、当該文書から前記ハイパーリンクを検出し、
　前記ハイパーリンクが検出されるごとに、当該ハイパーリンクに基づいて前記コンテン
ツデータを受信し、
　前記コンテンツデータが受信されるごとに、前回に受信した後に当該コンテンツデータ
が更新されたか否かを判別し、
　前記コンテンツデータが更新されたと判別した場合、および、当該コンテンツデータを
初めて受信した場合に、当該コンテンツデータを前記サーバへ送信し、
　前記文書を、前記コンテンツデータに対応するコンテンツ識別子とともに出力し、
　前記サーバは、
　前記コンテンツデータが前記画像出力装置から送信されてくるごとに、ユニークなバー
ジョン識別子と対応付けて当該コンテンツデータをコンテンツデータ記憶手段に記憶させ
、
　前記コンテンツデータ記憶手段に記憶される前記コンテンツデータそれぞれの前記バー
ジョン識別子の一覧を前記コンテンツ識別子と対応付けて一覧記憶手段に記憶させ、
　前記端末装置から前記コンテンツ識別子を示された場合に、当該コンテンツ識別子に対
応する前記一覧を当該端末装置へ送信し、
　前記一覧の中からいずれかの前記バージョン識別子が前記端末装置から指定された場合
に、前記コンテンツデータのうちの当該指定されたバージョン識別子に対応付けられて前
記コンテンツデータ記憶手段に記憶されているコンテンツデータを当該端末装置へ送信す
る、
　ことを特徴とするデータ提供方法。
【請求項１５】
　第一のネットワークに設けられており、かつ、前記第一のネットワークとは異なる第二
のネットワークに設けられているサーバへアクセスすることができる、画像出力装置に用
いられるコンピュータプログラムであって、
　前記画像出力装置に、
　コンテンツを再現するためのコンテンツデータへのハイパーリンクが記された文書を取
得する処理を実行させ、
　前記文書が取得されるごとに、当該文書から前記ハイパーリンクを検出する処理を実行
させ、
　前記ハイパーリンクが検出されるごとに、当該ハイパーリンクに基づいて前記コンテン
ツデータを受信する処理を実行させ、
　前記コンテンツデータが受信されるごとに、前回に受信した後に当該コンテンツデータ
が更新されたか否かを判別する処理を実行させ、
　前記コンテンツデータが更新されたと判別した場合、および、当該コンテンツデータを
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初めて受信した場合に、当該コンテンツデータを前記サーバへ送信する処理を実行させ、
　前記文書を、前記コンテンツデータに対応するコンテンツ識別子とともに出力する処理
を実行させる、
　ことを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　第一のネットワークに設けられる画像出力装置からアクセスされ、かつ、前記第一のネ
ットワークとは異なる第二のネットワークに設けられる、サーバに用いられるコンピュー
タプログラムであって、
　当該サーバに、
　コンテンツを再現するためのコンテンツデータが、当該コンテンツデータを識別するコ
ンテンツ識別子とともに前記画像出力装置から送信されてくるごとに、ユニークなバージ
ョン識別子と対応付けて当該コンテンツデータをコンテンツデータ記憶手段に記憶させる
処理を実行させ、
　前記コンテンツデータ記憶手段に記憶される前記コンテンツデータそれぞれの前記バー
ジョン識別子の一覧を前記コンテンツ識別子と対応付けて一覧記憶手段に記憶させる処理
を実行させ、
　端末装置から前記コンテンツ識別子を示された場合に、当該コンテンツ識別子に対応す
る前記一覧を当該端末装置へ送信する処理を実行させ、
　前記一覧の中からいずれかの前記バージョン識別子が前記端末装置から指定された場合
に、前記コンテンツデータのうちの当該指定されたバージョン識別子に対応付けられて前
記コンテンツデータ記憶手段に記憶されているコンテンツデータを当該端末装置へ送信す
る処理を実行させる、
　ことを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項１７】
　第一のネットワークに設けられる画像出力装置からアクセスされ、かつ、前記第一のネ
ットワークとは異なる第二のネットワークに設けられる、サーバに用いられるコンピュー
タプログラムであって、
　当該サーバに、
　コンテンツを再現するためのコンテンツデータが、当該コンテンツデータを識別するコ
ンテンツ識別子とともに前記画像出力装置から送信されてくるごとに、当該コンテンツデ
ータをコンテンツデータ記憶手段に記憶させる処理を実行させ、
　端末装置から前記コンテンツ識別子を示された場合に、当該コンテンツ識別子に対応す
る前記コンテンツデータのうちの最後に前記コンテンツデータ記憶手段に記憶されたコン
テンツデータを当該端末装置へ送信する処理を実行させる、
　ことを特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サーバを介して端末装置へデータを提供する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ハイパーリンクを含む文書を、このハイパーリンクを二次元バーコードに置き換
えて用紙に印刷する技術が、提案されている。この二次元バーコードは、このハイパーリ
ンクを示す画像である。または、このハイパーリンクの近傍の余白にこの二次元バーコー
ドを付加して文書を印刷することも、ある。
【０００３】
　ユーザは、この用紙に印刷された二次元バーコードをスマートフォンまたはタブレット
コンピュータで撮影することによって、ハイパーリンクのリンク先へアクセスすることが
できる。
【０００４】
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　ところで、リンク先がイントラネットの中のリソース（例えば、ウェブページ）である
場合は、イントラネットの外からアクセスすることができないことがある。
【０００５】
　そこで、次のような方法が提案されている。ハイパーリンクのリンク先の装置が、同一
ＬＡＮ内の装置に対してのみ、データを提供するストレージサーバである場合に、ＰＣは
、そのストレージサーバからコンテンツを取得する。そして、コンテンツを、パブリック
ネットワークに開放されている他のストレージサーバに送信する。ＰＣは、送信の返信と
して、コンテンツを取得するためのＵＲＬ又はＵＲＬ関連情報を受信し、そのＵＲＬを文
書データに合成する（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１５－１０６２５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、特許文献１に記載される、ＬＡＮ内の装置へデータを提供するストレージに
おいて、パブリックネットワークに開放されている他のストレージサーバへ送信したデー
タと同じデータが更新されることがある。そして、更新後のデータが新しいバージョンの
データとして当該他のストレージサーバに保存されることがある。
【０００８】
　しかし、更新前に生成された文書では、ユーザは、更新後のデータへ外部からアクセス
することができない。更新後のデータへアクセスするための文書を生成し直さなければな
らない。または、更新後のデータのＵＲＬを教えてもらわなければならない。
【０００９】
　本発明は、このような問題点に鑑み、データへアクセスするための文書の生成後にその
データの新たなバージョンがサーバへ追加された場合であっても、従来よりも容易に新た
なバージョンのデータをユーザが使用できるようにすることを、目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一形態に係るデータ提供システムは、第一のネットワークに設けられる画像出
力装置と、前記第一のネットワークとは異なる第二のネットワークに設けられるサーバと
、を有するデータ提供システムであって、前記画像出力装置は、コンテンツを再現するた
めのコンテンツデータへのハイパーリンクが記された文書を入力する入力手段と、前記文
書が前記入力手段によって入力されるごとに、当該文書から前記ハイパーリンクを検出す
る検出手段と、前記ハイパーリンクが前記検出手段によって検出されるごとに、当該ハイ
パーリンクに基づいて前記コンテンツデータを受信する受信手段と、前記コンテンツデー
タが前記受信手段によって受信されるごとに、当該コンテンツデータが前回に前記受信手
段によって受信された後に更新されたか否かを判別する判別手段と、前記コンテンツデー
タが更新されたと前記判別手段によって判別された場合、および、当該コンテンツデータ
が前記受信手段によって初めて受信された場合に、当該コンテンツデータを前記サーバへ
送信する、アップロード手段と、前記文書を、前記コンテンツデータに対応するコンテン
ツ識別子とともに出力する出力手段と、を備え、前記サーバは、前記コンテンツデータが
前記画像出力装置から送信されてくるごとに、ユニークなバージョン識別子と対応付けて
当該コンテンツデータを記憶する、コンテンツデータ記憶手段と、前記コンテンツデータ
記憶手段に記憶される前記コンテンツデータそれぞれの前記バージョン識別子の一覧を前
記コンテンツ識別子と対応付けて記憶する一覧記憶手段と、端末装置から前記コンテンツ
識別子を示された場合に、当該コンテンツ識別子に対応する前記一覧を当該端末装置へ送
信する、一覧送信手段と、前記一覧の中からいずれかの前記バージョン識別子が前記端末
装置から指定された場合に、前記コンテンツデータのうちの当該指定されたバージョン識



(8) JP 2018-10544 A 2018.1.18

10

20

30

40

50

別子に対応付けられて前記コンテンツデータ記憶手段に記憶されているコンテンツデータ
を当該端末装置へ送信する、提供手段と、を備える。
【００１１】
　前記サーバは、上述の手段の代わりに、前記コンテンツデータが前記画像出力装置から
送信されてくるごとに、当該コンテンツデータを記憶する、コンテンツデータ記憶手段と
、端末装置から前記コンテンツ識別子を示された場合に、当該コンテンツ識別子に対応す
る前記コンテンツデータのうちの最後に前記コンテンツデータ記憶手段に記憶されたコン
テンツデータを当該端末装置へ送信する、提供手段と、を備えてもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によると、データへアクセスするための文書の生成後にそのデータの新たなバー
ジョンがサーバへ追加された場合であっても、従来よりも容易に新たなバージョンのデー
タをユーザに使用させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】文書共有システムの全体的な構成の例を示す図である。
【図２】画像形成装置のハードウェア構成の例を示す図である。
【図３】社外サーバのハードウェア構成の例を示す図である。
【図４】端末装置のハードウェア構成の例を示す図である。
【図５】画像形成装置の機能的構成の例を示す図である。
【図６】社外サーバの機能的構成の例を示す図である。
【図７】端末装置の機能的構成の例を示す図である。
【図８】第一の文書の例を示す図である。
【図９】第二の文書への二次元バーコードの付加の例を説明するための図である。
【図１０】管理テーブルの例を示す図である。
【図１１】提供対象決定処理の流れの例を説明するフローチャートである。
【図１２】バージョン一覧画面の例を示す図である。
【図１３】第一のケースにおける各装置の処理の流れの例を示すシーケンス図である。
【図１４】第一のケースにおける各装置の処理の流れの例を示すシーケンス図である。
【図１５】第二のケースにおける各装置の処理の流れの例を示すシーケンス図である。
【図１６】第二のケースにおける各装置の処理の流れの例を示すシーケンス図である。
【図１７】画像形成装置における全体的な処理の流れの例を説明するフローチャートであ
る。
【図１８】社外サーバにおける全体的な処理の流れの例を説明するフローチャートである
。
【図１９】端末装置における全体的な処理の流れの例を説明するフローチャートである。
【図２０】端末装置における全体的な処理の流れの変形例を説明するフローチャートであ
る。
【図２１】第二の文書への二次元バーコードの付加の変形例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１は、文書共有システム１００の全体的な構成の例を示す図である。図２は、画像形
成装置１のハードウェア構成の例を示す図である。図３は、社外サーバ２Ｂのハードウェ
ア構成の例を示す図である。図４は、端末装置３のハードウェア構成の例を示す図である
。
【００１５】
　図１に示すように、文書共有システム１００は、画像形成装置１、社内サーバ２Ａ、社
外サーバ２Ｂ、複数台の端末装置３、社内回線４１、および社外回線４２などによって構
成される。
【００１６】
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　文書共有システム１００は、企業、役所、または学校などの団体において使用される。
以下、ある企業において文書共有システム１００が使用される場合を例に説明する。
【００１７】
　文書共有システム１００によると、文書のファイルを企業の複数の従業員（ユーザ）に
よって共有することができる。さらに、ユーザが社外にいるときにも、文書のファイルを
閲覧することができる。
【００１８】
　以下、複数台の端末装置３のそれぞれを「端末装置３Ａ」、「端末装置３Ｂ」、「端末
装置３Ｃ」、…と区別して記載することがある。なお、本実施形態において「文書」とは
、書類または資料などを意味するものである。したがって、文書には、文字列だけでなく
、図表、イラスト、および写真などの種々の画像が含まれることがある。または、文字列
以外の画像のみから文書が構成されることもある。
【００１９】
　画像形成装置１、社内サーバ２Ａ、端末装置３Ａ、端末装置３Ｂ、および社内回線４１
は、同一のイントラネットに設けられている。画像形成装置１、社内サーバ２Ａ、端末装
置３Ａ、および端末装置３Ｂは、社内回線４１を介して通信することができる。
【００２０】
　社内回線４１は、いわゆるＬＡＮ（Local Area Network）回線であって、ルータ、ファ
イアウォール、無線基地局、ハブ、およびツイストペアケーブルなどによって構成される
。
【００２１】
　社外サーバ２Ｂは、上述のイントラネット以外のネットワークに設けられている。端末
装置３Ｃは、その企業の外で、上述のイントラネット以外のネットワークに接続させて使
用される。社外サーバ２Ｂおよび端末装置３Ｃは、社外回線４２を介して通信することが
できる。社外回線４２として、インターネットまたは携帯電話回線などが用いられる。
【００２２】
　また、画像形成装置１は、社内回線４１のファイアウォールおよびルータを介して社外
回線４２へ接続し、社外サーバ２Ｂと通信することができる。
【００２３】
　しかし、ファイアウォールが、外部からのアクセスを厳しく制限している。したがって
、端末装置３Ｃから画像形成装置１および社内サーバ２Ａなどへアクセスすることができ
ない。
【００２４】
　画像形成装置１は、図２に示すように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１０ａ、
ＲＡＭ（Random Access Memory）１０ｂ、ＲＯＭ（Read Only Memory）１０ｃ、補助記憶
装置１０ｄ、タッチパネルディスプレイ１０ｅ、操作キーパネル１０ｆ、ＮＩＣ（Networ
k Interface Card）１０ｇ、モデム１０ｈ、スキャンユニット１０ｉ、プリントユニット
１０ｊ、およびフィニッシャ１０ｋなどによって構成される。
【００２５】
　タッチパネルディスプレイ１０ｅは、ユーザに対するメッセージを示す画面、ユーザが
コマンドまたは情報を入力するための画面、およびＣＰＵ１０ａが実行した処理の結果を
示す画面などを表示する。また、タッチパネルディスプレイ１０ｅは、タッチされた位置
を示す信号をＣＰＵ１０ａへ送る。
【００２６】
　操作キーパネル１０ｆは、いわゆるハードウェアキーボードであって、テンキー、スタ
ートキー、ストップキー、およびファンクションキーなどによって構成される。
【００２７】
　ＮＩＣ１０ｇは、ＴＣＰ／ＩＰ（Transmission Control Protocol/Internet Protocol
）などのプロトコルで他の装置との通信を行う。
【００２８】
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　モデム１０ｈは、ファックス端末との間でＧ３などのプロトコルで画像データをやり取
りする。
【００２９】
　スキャンユニット１０ｉは、プラテンガラスの上にセットされたシートに記されている
画像を読み取って画像データを生成する。
【００３０】
　プリントユニット１０ｊは、スキャンユニット１０ｉによって読み取られた画像のほか
、ＮＩＣ１０ｇまたはモデム１０ｈによって他の装置から受信した画像を用紙に印刷する
。
【００３１】
　フィニッシャ１０ｋは、プリントユニット１０ｊによって得られた印刷物に対して、必
要に応じて後処理を施す。後処理は、ステープルで綴じる処理、パンチ穴を開ける処理、
または折り曲げる処理などである。
【００３２】
　ＲＯＭ１０ｃまたは補助記憶装置１０ｄには、上述のコピーなどの各機能を実現するた
めのプログラムが記憶されている。
【００３３】
　さらに、ＲＯＭ１０ｃまたは補助記憶装置１０ｄには、文書共有プログラム１０Ｐ（図
５参照）が記憶されている。文書共有プログラム１０Ｐは、社内にいるユーザも社外にい
るユーザも文書のファイルを共有することができるようにするためのプログラムである。
【００３４】
　これらのプログラムは、必要に応じてＲＡＭ１０ｂにロードされ、ＣＰＵ１０ａによっ
て実行される。補助記憶装置１０ｄとして、ハードディスクまたはＳＳＤ（Solid State 
Drive）などが用いられる。
【００３５】
　社外サーバ２Ｂは、ファイルサーバであって、図３に示すように、ＣＰＵ２０ａ、ＲＡ
Ｍ２０ｂ、ＲＯＭ２０ｃ、大容量記憶装置２０ｄ、およびＮＩＣ２０ｅなどによって構成
される。
【００３６】
　ＮＩＣ２０ｅは、ＴＣＰ／ＩＰなどのプロトコルで画像形成装置１および端末装置３Ｃ
などとの通信を行う。
【００３７】
　ＲＯＭ２０ｃまたは大容量記憶装置２０ｄには、ファイル提供プログラム２０Ｐ（図６
参照）が記憶されている。ファイル提供プログラム２０Ｐは、社外にいるユーザへファイ
ルを提供するためのプログラムである。
【００３８】
　ファイル提供プログラム２０Ｐは、ＲＡＭ２０ｂにロードされ、ＣＰＵ２０ａによって
実行される。大容量記憶装置２０ｄとして、ハードディスクまたはＳＳＤなどが用いられ
る。
【００３９】
　社内サーバ２Ａも、社外サーバ２Ｂと同様に、ファイルサーバである。ハードウェアの
基本的な構成も社外サーバ２Ｂと同様であって、図３に示した通りである。社内サーバ２
Ａとして、市販されているファイルサーバ、例えば、ＮＡＳ（Network Attached Storage
）を用いてもよい。
【００４０】
　端末装置３は、画像形成装置１、社内サーバ２Ａ、および社外サーバ２Ｂがそれぞれ提
供する機能を使用するためのクライアントである。端末装置３には、画像形成装置１のプ
リンタドライバがインストールされている。
【００４１】
　端末装置３として、パーソナルコンピュータ、タブレットコンピュータ、またはスマー
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トフォンなどが用いられる。以下、端末装置３としてスマートフォンが使用される場合を
例に説明する。
【００４２】
　端末装置３は、図４に示すように、ＣＰＵ３０ａ、ＲＡＭ３０ｂ、ＲＯＭ３０ｃ、フラ
ッシュメモリ３０ｄ、タッチパネルディスプレイ３０ｅ、複数の操作ボタン３０ｆ、無線
ＬＡＮ通信装置３０ｇ、携帯電話通信装置３０ｈ、およびデジタルカメラ３０ｉなどによ
って構成される。
【００４３】
　タッチパネルディスプレイ３０ｅは、種々の画面を表示する。本実施形態では、特に、
社外サーバ２Ｂからダウンロードしたファイルに基づいて文書を表示する。また、タッチ
パネルディスプレイ３０ｅは、タッチされた位置を検知してＣＰＵ３０ａへその位置を通
知する。
【００４４】
　操作ボタン３０ｆは、いわゆるホーム画面に戻るためのボタン、音量を調整するための
ボタン、および電源のオン／オフを切り換えるためのボタンなどである。
【００４５】
　無線ＬＡＮ通信装置３０ｇは、無線ＬＡＮの規格、つまり、ＩＥＥＥ（Institute of E
lectrical and Electronics Engineers）８０２．１１の規格に基づいて通信を行う。
【００４６】
　携帯電話通信装置３０ｈは、ＣＤＭＡ（Code Division Multiple Access）２０００、
Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband-CDMA）、またはＬＴＥ（Long Term Evolution）などの規格に基
づいて通信を行う。
【００４７】
　デジタルカメラ３０ｉは、画像を撮影し画像データを生成する。本実施形態では、特に
、二次元バーコードを撮影するために用いられる。
【００４８】
　ＲＯＭ３０ｃまたはフラッシュメモリ３０ｄには、文書閲覧プログラム３０Ｐ（図７参
照）が記憶されている。文書閲覧プログラム３０Ｐは、文書のファイルを社外サーバ２Ｂ
からダウンロードして文書をユーザに閲覧させるためのプログラムである。
【００４９】
　文書閲覧プログラム３０Ｐは、ＲＡＭ３０ｂにロードされ、ＣＰＵ３０ａによって実行
される。
【００５０】
　図５は、画像形成装置１の機能的構成の例を示す図である。図６は、社外サーバ２Ｂの
機能的構成の例を示す図である。図７は、端末装置３Ｂの機能的構成の例を示す図である
。
【００５１】
　次に、文書のファイルを共有する仕組みについて、図５～図１２などを参照しながら説
明する。
【００５２】
　文書共有プログラム１０Ｐによると、図５に示す文書データ取得部１０１、ハイパーリ
ンク検出部１０２、ダウンロード部１０３、ファイル属性抽出部１０４、ファイル属性記
憶部１０５、更新有無等判別部１０６、アップロード部１０７、通知受付部１２１、通知
データ記憶部１２２、二次元バーコード生成部１２３、印刷画像生成部１２４、および文
書印刷部１２５などが画像形成装置１に実現される。
【００５３】
　ファイル提供プログラム２０Ｐによると、図６に示す文書ファイル受信部２０１、文書
ファイル記憶部２０２、管理テーブル生成部２０３、管理テーブル記憶部２０４、管理テ
ーブル更新部２０５、保存場所通知部２０６、アクセス受付部２３１、提供ファイル決定
部２３２、第一の文書ファイル送信部２３３、ファイル要求受信部２３４、および第二の



(12) JP 2018-10544 A 2018.1.18

10

20

30

40

50

文書ファイル送信部２３５などが社外サーバ２Ｂに実現される。
【００５４】
　文書閲覧プログラム３０Ｐによると、図７に示す二次元バーコード取得部３０１、二次
元バーコード解析部３０２、文書ファイル要求部３０３、第一のファイル受信部３０４、
文書表示制御部３０５、他バージョン選択受付部３０６、他バージョン要求部３０７、第
二のファイル受信部３０８、および表示文書切換部３０９などが端末装置３に実現される
。
【００５５】
　〔事前の準備〕
　図８は、第一の文書７１の例を示す図である。図９は、第二の文書７２への二次元バー
コード７３の付加の例を説明するための図である。
【００５６】
　社内サーバ２Ａには、図８のような文書を表示しまたは印刷するためのファイル５１が
予め保存されている。ファイル５１は、ユーザが社内の端末装置３（図１の例では、端末
装置３Ａまたは端末装置３Ｂ）を使用して用意し社内サーバ２Ａへアップロードすること
によって、保存される。ユーザは、社内サーバ２Ａに、複数の文書それぞれのファイル５
１を保存しておくことができる。
【００５７】
　さらに、ユーザは、図９（Ａ）に示すような文書が印刷された印刷物６２を用意する。
または、この文書を表示しまたは印刷するためのファイル５２を用意する。
【００５８】
　以下、社内サーバ２Ａにファイル５１が保存されている文書を「第一の文書７１」と記
載し、ファイル５２または印刷物６２に示される文書を「第二の文書７２」と記載する。
【００５９】
　第二の文書７２には、いずれかのファイル５１の保存場所およびファイル名を示すハイ
パーリンク７２ａが含まれている。ハイパーリンク７２ａには、ファイル５１の保存場所
およびファイル名を示すＵＲＬ（Uniform Resource Locator）が含まれている。
【００６０】
　ユーザは、第一の文書７１を適宜、社内の端末装置３を使用して書き換えることができ
る。すると、社内サーバ２Ａに保存されている、その第一の文書７１のファイル５１が、
書換えの内容に応じて更新される。
【００６１】
　ファイル５１のフォーマットとして、ＰＤＦ（Portable Document Format）、テキスト
フォーマット、ＪＰＥＧ（Joint Photographic Experts Group）、またはワープロソフト
の専用のフォーマット（例えば、ＤＯＣフォーマット）などが用いられる。ファイル５２
についても、同様である。
【００６２】
　〔社外サーバ２Ｂへのファイル５１のアップロード〕
　図１０は、管理テーブル５８の例を示す図である。
【００６３】
　上述の通り、社内回線４１のファイアウォールによって、社外の端末装置３（例えば、
端末装置３Ｃ）から社内サーバ２Ａへのアクセスが禁止されている。したがって、ユーザ
は、社外にいるときは、社内サーバ２Ａに保存されているファイル５１を使用することが
できない。
【００６４】
　そこで、画像形成装置１の各部（図５参照）および社外サーバ２Ｂの各部（図６参照）
は、ユーザが社外にいるときでもファイル５１を使用することができるようにするための
処理を次のように行う。
【００６５】
　画像形成装置１において、文書データ取得部１０１は、第二の文書７２の画像データを
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次のように取得する。ユーザは、印刷物６２を画像形成装置１のスキャンユニット１０ｉ
にセットし、コピーのコマンドを入力する。
【００６６】
　すると、文書データ取得部１０１は、印刷物６２から第二の文書７２をスキャンユニッ
ト１０ｉに読み取らせ、画像データを生成する。この画像データが、第二の文書７２の画
像データである。
【００６７】
　または、ユーザは、端末装置３Ａのアプリケーションを操作してファイル５２を開き、
印刷のコマンドを入力する。すると、端末装置３Ａは、プリンタドライバによってファイ
ル５２をＰＤＬ（Page Description Language）データに変換し、画像形成装置１へ送信
する。
【００６８】
　そして、文書データ取得部１０１は、このＰＤＬデータを第二の文書７２の画像データ
として取得する。
【００６９】
　ハイパーリンク検出部１０２は、文書データ取得部１０１によって取得された画像デー
タに基づいて、第二の文書７２の中からハイパーリンクを検出する。その結果、本例では
、ハイパーリンク７２ａが検出される。ハイパーリンクの検出は、公知の方法で行えばよ
い。例えば、「http://」または「file://」などの所定のキーワードを含む文字列をハイ
パーリンクとして検出すればよい。
【００７０】
　ダウンロード部１０３は、ハイパーリンク検出部１０２によって検出されたハイパーリ
ンク（本例では、ハイパーリンク７２ａ）に示される保存場所およびファイル名に対応す
るファイル５１を社内サーバ２Ａからダウンロードする。以下、ファイル５１としてファ
イル５１Ａがダウンロードされた場合を例に説明する。
【００７１】
　ファイル属性抽出部１０４は、ダウンロード部１０３によってファイル５１Ａがダウン
ロードされると、ファイル５１Ａの属性を抽出する。例えば、ファイル５１Ａが更新され
た日時を属性として抽出する。または、ファイル５１Ａのハッシュ値を算出し、これを属
性として抽出する。
【００７２】
　そして、次に説明する更新有無等判別部１０６による処理が実行された後、抽出された
属性、ファイル５１ＡのＵＲＬ、ファイル５１Ａがダウンロードされた日時（ダウンロー
ド日時）、および後述するファイル識別コードを示すデータが、属性データ５７としてフ
ァイル属性記憶部１０５に記憶される。
【００７３】
　更新有無等判別部１０６は、ファイル５１Ａが、ダウンロード部１０３によって今回初
めてダウンロードされたものであるか否かを、判別する。初めてダウンロードされたもの
でなければ、ファイル５１Ａが、ダウンロード部１０３によってファイル５１Ａが前回ダ
ウンロードされた後に更新されたか否かを、さらに判別する。ここで、判別の方法を説明
する。
【００７４】
　更新有無等判別部１０６は、ファイル５１ＡのＵＲＬ（つまり、ハイパーリンク検出部
１０２によって検出されたハイパーリンク）を示す属性データ５７がファイル属性記憶部
１０５に記憶されていなければ、ファイル５１Ａが初めてダウンロードされたと判別する
。そして、ユニークなファイル識別コードを発行し、属性データ５７を生成してファイル
属性記憶部１０５に記憶させる。
【００７５】
　また、ファイル５１Ａがダウンロードされたことがある場合は、更新有無等判別部１０
６は、ファイル属性記憶部１０５に記憶されている、ファイル５１Ａの属性データ５７を
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抽出する。つまり、ファイル５１ＡのＵＲＬを示す属性データ５７を抽出する。このよう
な属性データ５７が複数ある場合は、ダウンロード日時が最も新しいものを１つ、抽出す
る。
【００７６】
　更新有無等判別部１０６は、抽出した属性データ５７に示される属性とファイル属性抽
出部１０４によって抽出された属性とを比較し、両者が一致しない場合は、ファイル５１
Ａが前回ダウンロードされた後に更新されたと判別する。両者が一致する場合は、更新さ
れていないと判別する。
【００７７】
　そして、更新有無等判別部１０６は、いずれの場合も、ファイル属性抽出部１０４によ
って抽出された属性、ファイル５１ＡのＵＲＬ、ファイル５１Ａがダウンロードされた日
時、およびこの属性データ５７に示されるファイル識別コードを示すデータを生成し、新
たな属性データ５７としてファイル属性記憶部１０５に記憶させる。
【００７８】
　アップロード部１０７は、ファイル５１Ａが初めてダウンロードされまたは前回ダウン
ロードされた後に更新されたと更新有無等判別部１０６によって判別された場合に、ファ
イル５１Ａを社外サーバ２Ｂへ次のようにアップロードする。
【００７９】
　アップロード部１０７は、社外サーバ２Ｂにおけるファイル５１Ａの保存場所（ディレ
クトリ）およびファイル名を決定する。これらは、所定の規則に基づいて決定すればよい
。または、ユーザに指定させてもよい。
【００８０】
　ただし、保存場所およびファイル名の組合せは、ユニークなものでなければならない。
つまり、現在使用されていないものでなければならない。
【００８１】
　そして、アップロード部１０７は、ファイル５１Ａを保存要求データ５３とともに社外
サーバ２Ｂへ送信する。
【００８２】
　保存要求データ５３には、印刷日時、ファイル５１Ａのファイル識別コード、ならびに
決定した保存場所およびファイル名が示される。
【００８３】
　印刷日時は、ユーザがコピーのコマンドまたは印刷のコマンドを入力した日時である。
または、後述する文書印刷部１２５による印刷の処理が完了する日時を予測し、予測した
日時を印刷日時として用いてもよい。
【００８４】
　このように、アップロード部１０７などの処理によると、バージョンの異なる複数のフ
ァイル５１Ａが、社外サーバ２Ｂへアップロードされ得る。以下、複数のファイル５１Ａ
のうちの古いバージョンのものから順に「１」、「２」、「３」、…というバージョン番
号が付される場合を例に説明する。
【００８５】
　社外サーバ２Ｂにおいて、文書ファイル受信部２０１は、ファイル５１Ａおよび保存要
求データ５３を画像形成装置１から受信すると、ファイル５１Ａを、保存要求データ５３
に示される保存場所（ディレクトリ）に、保存要求データ５３に示されるファイル名を付
けて文書ファイル記憶部２０２に保存する。なお、その保存場所が未だない場合は、その
保存場所を生成する。
【００８６】
　ファイル５１Ａが文書ファイル記憶部２０２に保存（記憶）されると、管理テーブル生
成部２０３または管理テーブル更新部２０５は、管理テーブル５８を生成しまたは更新す
る処理を実行する。
【００８７】
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　管理テーブル５８には、図１０のように、ファイル５１Ａのバージョンごとの、バージ
ョン番号と文書ファイル記憶部２０２における保存場所および保存日時とが示される。た
だし、保存日時として、保存要求データ５３に示される印刷日時を用いるのが望ましい。
以下、この印刷日時が保存日時として用いられる場合を例に説明する。
【００８８】
　さらに、管理テーブル５８には、ファイル５１Ａのファイル識別コードが対応付けられ
ている。
【００８９】
　管理テーブル生成部２０３は、文書ファイル受信部２０１によってファイル５１Ａおよ
び保存要求データ５３が受信されると、保存要求データ５３に示されるファイル識別コー
ドに対応する管理テーブル５８が未だ管理テーブル記憶部２０４に記憶されていない場合
に、管理テーブル５８を生成し管理テーブル記憶部２０４に記憶させる。この時点におい
ては、管理テーブル５８には、何も示されない。そして、今回の文書ファイル記憶部２０
２へのファイル５１の保存に関する情報、つまり、ファイル５１ＡのＵＲＬおよび保存日
時を示すレコードを管理テーブル５８へ追記する。
【００９０】
　一方、管理テーブル更新部２０５は、保存要求データ５３に示されるファイル識別コー
ドに対応する管理テーブル５８が既に管理テーブル記憶部２０４に記憶されている場合に
、その管理テーブル５８に、ファイル５１ＡのＵＲＬおよび保存日時を示すレコードを管
理テーブル５８へ追記する。
【００９１】
　ファイル５１Ａ以外のファイル５１の管理テーブル５８も上述の処理によって生成され
管理テーブル記憶部２０４に記憶される。
【００９２】
　保存場所通知部２０６は、ファイル５１Ａの管理テーブル５８の保存場所および識別子
（例えば、管理テーブル５８のファイル名）を含む情報を示す保存場所通知データ５４を
画像形成装置１へ送信する。以下、保存場所通知データ５４として、保存場所および識別
子を含むＵＲＬを示すデータが送信される場合を例に説明する。なお、管理テーブル５８
の識別子としてファイル５１Ａのファイル識別コードを用いてもよい。
【００９３】
　画像形成装置１において、通知受付部１２１は、社外サーバ２Ｂから保存場所通知デー
タ５４を受信する。そして、保存場所通知データ５４を通知データ記憶部１２２に記憶さ
せる。
【００９４】
　既に同じファイル識別コードを示す他の保存場所通知データ５４が通知データ記憶部１
２２に記憶されている場合は、通知受付部１２１は、通知データ記憶部１２２から当該他
の保存場所通知データ５４を削除する。つまり、１つのファイル識別コードについて、最
新の保存場所通知データ５４のみが通知データ記憶部１２２に記憶されるようにする。
【００９５】
　〔第二の文書７２の編集および印刷〕
　二次元バーコード生成部１２３は、二次元バーコード７３を生成する。二次元バーコー
ドの規格として、既存の規格、例えばＱＲ（Quick Response）コードの規格が、用いられ
る。
【００９６】
　二次元バーコード７３に示される情報は、ファイル５１Ａがアップロード部１０７によ
って社外サーバ２Ｂへアップロードされたか否かによって、次のように決まる。
【００９７】
　ファイル５１Ａがアップロードされた場合は、社外サーバ２Ｂから送信されてきた保存
場所通知データ５４に示されるＵＲＬと上述の印刷日時とが示される。
【００９８】
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　一方、ファイル５１Ａがアップロードされなかった場合は、通知データ記憶部１２２に
記憶されている保存場所通知データ５４のうちのファイル５１Ａの保存場所通知データ５
４に示されるＵＲＬと上述の印刷日時とが示される。
【００９９】
　印刷画像生成部１２４は、第二の文書７２の余白に二次元バーコード７３を重畳させる
ことによって、印刷用の画像７４を生成する。
【０１００】
　そして、文書印刷部１２５は、画像７４が白紙に印刷されるようにプリントユニット１
０ｊを制御する。これにより、図９（Ｂ）のような印刷物６４が生成される。
【０１０１】
　印刷物６４は、社外でファイル５１Ａを使用する必要のあるユーザに渡される。なお、
印刷物６４を複数、生成し、複数のユーザそれぞれに１枚ずつ渡してもよい。
【０１０２】
　〔社外からのファイル５１の使用〕
　図１１は、提供対象決定処理の流れの例を説明するフローチャートである。図１２は、
バージョン一覧画面７Ｌの例を示す図である。
【０１０３】
　ユーザは、印刷物６４を端末装置３で撮影することによって、社外からファイル５１を
使用することができる。以下、ユーザが端末装置３Ｃを操作してファイル５１Ａを使用す
る場合を例に、各装置の各部の処理について説明する。
【０１０４】
　ユーザは、端末装置３Ｃのデジタルカメラ３０ｉによる撮影の範囲に、印刷物６４の二
次元バーコード７３を収める。そして、シャッタのボタンを押す。
【０１０５】
　すると、端末装置３において、二次元バーコード取得部３０１は、デジタルカメラ３０
ｉに二次元バーコード７３の撮影を実行させることによって、二次元バーコード７３の画
像データを取得する。
【０１０６】
　二次元バーコード解析部３０２は、二次元バーコード取得部３０１によって画像データ
が取得されると、画像データを解析することによって、二次元バーコード７３に示される
ＵＲＬおよび印刷日時を特定する。
【０１０７】
　文書ファイル要求部３０３は、二次元バーコード解析部３０２によってＵＲＬが特定さ
れると、そのＵＲＬに基づいて文書のファイルを社外サーバ２Ｂへ要求する。具体的には
、そのＵＲＬに示される管理テーブル５８へのアクセスを要求する。この際に、そのＵＲ
Ｌに示される、管理テーブル５８の保存場所および識別子を社外サーバ２Ｂへ指定する。
さらに、特定した印刷日時を社外サーバ２Ｂへ通知する。
【０１０８】
　社外サーバ２Ｂにおいて、アクセス受付部２３１は、その管理テーブル５８へのアクセ
スの要求およびその印刷日時を端末装置３Ｃから受け付ける。
【０１０９】
　すると、提供ファイル決定部２３２は、その管理テーブル５８およびその印刷日時に基
づいて、端末装置３Ｃへ提供すべきファイルを、図１１に示す手順で決定する。
【０１１０】
　提供ファイル決定部２３２は、その管理テーブル５８にレコードが１つだけ格納されて
いる場合は（図１１の＃７０１でＹｅｓ）、そのレコードに示されるＵＲＬによって特定
されるファイル５１（本例では、ファイル５１Ａ）を、提供すべきファイルに決定する（
＃７０２）。
【０１１１】
　その管理テーブル５８にレコードが複数、格納されている場合は（図１１の＃７０１で
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Ｎｏ）、提供ファイル決定部２３２は、端末装置３Ｃから通知された印刷日時と各レコー
ドに示される保存日時とを照合する（＃７０３）。
【０１１２】
　そして、保存日時がその印刷日時と一致するレコードがあれば（＃７０４でＹｅｓ）、
そのレコードに示されるＵＲＬによって特定されるファイル５１Ａを、提供すべきファイ
ルに決定する（＃７０５）。
【０１１３】
　一方、一致するレコードがなければ（＃７０４でＮｏ）、これらのレコードのうちの保
存日時がその印刷日時よりも古いものを抽出し、さらに抽出したレコードのうちの保存日
時が最も新しいレコードを選出し、選出したレコードに示されるＵＲＬによって特定され
るファイル５１Ａを、提供すべきファイルに決定する（＃７０６）。
【０１１４】
　第一の文書ファイル送信部２３３は、提供すべきファイルに提供ファイル決定部２３２
が決定したファイル５１（本例では、ファイル５１Ａ）を文書ファイル記憶部２０２から
読み出し、端末装置３Ｃへ送信する。
【０１１５】
　その管理テーブル５８にレコードが複数あった場合は、第一の文書ファイル送信部２３
３は、さらに、図１２のようなバージョン一覧画面７Ｌを表示するための一覧データ５９
を端末装置３Ｃへ送信する。
【０１１６】
　バージョン一覧画面７Ｌには、バージョンリスト７Ｌａ、メッセージ７Ｌｂ、および切
換ボタン７Ｌｃなどが配置されている。
【０１１７】
　バージョンリスト７Ｌａは、ファイル５１Ａのバージョンごとのバージョン番号および
保存日時を示す。バージョンリスト７Ｌａは、その管理テーブル５８に示される情報から
ＵＲＬを省くことによって生成することができる。
【０１１８】
　メッセージ７Ｌｂは、第一のファイル受信部３０４によって受信されたファイル５１Ａ
のバージョン（つまり、ステップ＃７０５または＃７０６で特定されたファイル５１Ａの
バージョン）、このバージョンよりも新しいバージョンまたは最新のバージョンが社外サ
ーバ２Ｂに保存されていること、および他のバージョンへ切り換えることができることな
どを知らせるメッセージである。切換ボタン７Ｌｃの使い方は、後述する。
【０１１９】
　端末装置３Ｃにおいて、第一のファイル受信部３０４は、ファイル５１（本例では、フ
ァイル５１Ａ）を受信する。さらに、一覧データ５９が送信されてきた場合は、これを受
信する。
【０１２０】
　文書表示制御部３０５は、第一のファイル受信部３０４によってファイル５１Ａが受信
されると、ファイル５１Ａに基づいて図８のような第一の文書７１をタッチパネルディス
プレイ３０ｅに表示させる。
【０１２１】
　ユーザは、次のように、ファイル５１Ａの他のバージョンに基づいて第一の文書７１を
表示させることができる。
【０１２２】
　ユーザは、端末装置３Ｃに対して所定の操作を行う。例えば、タッチパネルディスプレ
イ３０ｅをダブルタップする。
【０１２３】
　すると、他バージョン選択受付部３０６は、他のバージョンの選択を受け付けるための
処理を次のように実行する。
【０１２４】
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　他バージョン選択受付部３０６は、ファイル５１Ａとともに受信された一覧データ５９
に基づいてバージョン一覧画面７Ｌ（図１２参照）をタッチパネルディスプレイ３０ｅに
表示させる。第一の文書７１の上にバージョン一覧画面７Ｌを重ねて表示してもよい。
【０１２５】
　ここで、ユーザは、いずれかのバージョンを、それに対応する欄（行）をタッチするこ
とによって選択する。そして、切換ボタン７Ｌｃをタッチする。すると、他バージョン選
択受付部３０６は、ユーザが選択したバージョンを受け付ける。
【０１２６】
　他バージョン要求部３０７は、受け付けられたバージョンのファイル５１Ａを、そのバ
ージョンのバージョン番号を示す要求データ５５を社外サーバ２Ｂへ送信することによっ
て、要求する。
【０１２７】
　社外サーバ２Ｂにおいて、ファイル要求受信部２３４は、要求データ５５を受信する。
すると、第二の文書ファイル送信部２３５は、要求データ５５に示されるバージョン番号
のバージョンのファイル５１Ａを文書ファイル記憶部２０２から読み出し、端末装置３Ｃ
へ送信する。このバージョンのファイル５１Ａの保存場所は、管理テーブル５８を参照す
れば分かる。
【０１２８】
　端末装置３Ｃにおいて、第二のファイル受信部３０８は、要求データ５５に対する返信
のデータとして、ファイル５１Ａを社外サーバ２Ｂから受信する。
【０１２９】
　表示文書切換部３０９は、第二のファイル受信部３０８によってファイル５１Ａが受信
されると、前に表示されていた第一の文書７１に代えて、このファイル５１Ａに基づいて
第一の文書７１をタッチパネルディスプレイ３０ｅに表示させる。
【０１３０】
　図１３～図１４は、第一のケースにおける各装置の処理の流れの例を示すシーケンス図
である。図１５～図１６は、第二のケースにおける各装置の処理の流れの例を示すシーケ
ンス図である。
【０１３１】
　次に、画像形成装置１、社内サーバ２Ａ、社外サーバ２Ｂ、および端末装置３の各装置
処理の流れを、２つのケースに基づいて説明する。
【０１３２】
　第一のケースは、あるファイル５１を、画像形成装置１が初めてダウンロードし、社外
サーバ２Ｂへアップロードし、社外のユーザへ提供するケースである。このケースにおい
て、各装置は図１３～図１４に示す手順で処理を実行する。
【０１３３】
　画像形成装置１は、第二の文書７２（図９（Ａ）参照）の画像データを取得すると（図
１３の＃７１１）、第二の文書７２からハイパーリンク７２ａを検出する（＃７１２）。
そして、ハイパーリンク７２ａに基づいて社内サーバ２Ａへファイル５１を要求し、ダウ
ンロードする（＃７１３、＃７１４）。
【０１３４】
　社内サーバ２Ａは、画像形成装置１からの要求を受け付けると（＃７３１）、その要求
に係るファイル５１を画像形成装置１へ送信する（＃７３２）。以下、ファイル５１とし
てファイル５１Ａが社内サーバ２Ａから画像形成装置１へ送信された場合を例に説明する
。
【０１３５】
　画像形成装置１は、ファイル５１Ａを初めてダウンロードしたか否かを判別する（＃７
１５）。
【０１３６】
　本ケースにおいては、画像形成装置１は、ファイル５１Ａを初めてダウンロードしたの
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で、アップロード先（保存場所）およびファイル名を決定し（＃７１６）、ファイル５１
Ａを社外サーバ２Ｂへアップロードする（＃７１７）。この際に、保存要求データ５３を
も社外サーバ２Ｂへ送信する。
【０１３７】
　社外サーバ２Ｂは、ファイル５１Ａおよび保存要求データ５３を受信すると（＃７４１
）、保存要求データ５３に従ってファイル５１Ａを保存する（＃７４２）。
【０１３８】
　さらに、社外サーバ２Ｂは、ファイル５１Ａの管理テーブル５８（図１０参照）を未だ
有していないので、これを生成し保存する（＃７４３）。そして、管理テーブル５８の保
存場所および識別子を、保存場所通知データ５４を画像形成装置１へ送信することによっ
て通知する（＃７４４）。
【０１３９】
　画像形成装置１は、ステップ＃７１４において社内サーバ２Ａからファイル５１Ａをダ
ウンロードした後、ファイル５１Ａの属性を抽出し、属性データ５７を生成して記憶する
（＃７１８）。
【０１４０】
　さらに、画像形成装置１は、保存場所通知データ５４を受信すると（＃７１９）、二次
元バーコード７３を生成する（＃７２０）。二次元バーコード７３には、印刷日時および
管理テーブル５８のＵＲＬなどが示される。
【０１４１】
　そして、画像形成装置１は、第二の文書７２に二次元バーコード７３を付加し（＃７２
１）、白紙に印刷する（図１４の＃７２２）。これにより、図９（Ｂ）のような印刷物６
４が生成される。
【０１４２】
　ユーザは、印刷物６４を持って出張へ出掛ける。そして、ファイル５１Ａを閲覧する必
要が生じたら、二次元バーコード７３を自分の端末装置３で撮影する。以下、端末装置３
として端末装置３Ｃが用いられる場合を例に説明する。
【０１４３】
　端末装置３Ｃは、二次元バーコード７３を撮像し二次元バーコード７３の画像データを
生成すると（＃７５１）、二次元バーコード７３を解析することによって、二次元バーコ
ード７３に示されるＵＲＬおよび印刷日時を特定する（＃７５２）。
【０１４４】
　端末装置３Ｃは、特定したＵＲＬに基づいて文書のファイルを社外サーバ２Ｂへ要求す
る（＃７５３）。この際に、特定した印刷日時を社外サーバ２Ｂへ通知する。
【０１４５】
　社外サーバ２Ｂは、端末装置３Ｃから要求を受け付けると（＃７４５）、端末装置３Ｃ
へ提供すべきファイル５１を決定し（＃７４６）、それを端末装置３Ｃへ送信する（＃７
４７）。決定の方法は、図１１で説明した通りである。その結果、本ケースにおいては、
社外サーバ２Ｂはに１つのバージョンのファイル５１Ａしか保存（記憶）されていないの
で、そのファイル５１Ａが送信される。
【０１４６】
　そして、端末装置３Ｃは、ファイル５１Ａを受信すると（＃７５４）、これに基づいて
第一の文書７１（図８参照）を表示する（＃７５５）。
【０１４７】
　第二のケースは、あるファイル５１を、画像形成装置１が既にダウンロードして社外サ
ーバ２Ｂへアップロードし、その後、そのファイル５１が更新された後に再びダウンロー
ドして社外サーバ２Ｂへアップロードするケースである。このケースにおいて、各装置は
図１５～図１６に示す手順で処理を実行する。
【０１４８】
　社内サーバ２Ａは、第一の文書７１に対する書換えの内容を受け付けると（図１５の＃



(20) JP 2018-10544 A 2018.1.18

10

20

30

40

50

７６１）、その第一の文書７１のファイル５１を更新する（＃７６２）。
【０１４９】
　以下、ファイル５１Ａが更新された場合を例に説明する。また、図１３～図１４に示し
た処理によって、更新前のファイル５１Ａが１つだけ既に社外サーバ２Ｂにアップロード
されているものとする。さらに、ファイル５１Ａへのハイパーリンクがハイパーリンク７
２ａとして第二の文書７２（図９（Ａ）参照）に記されているものとする。
【０１５０】
　ファイル５１Ａが、第一のケースのステップ＃７１１～＃７１４の処理および＃７３１
～＃７３２の処理と同様の処理によって、社内サーバ２Ａから画像形成装置１へ提供され
る（＃７７１～＃７７４、＃７６３～＃７６４）。
【０１５１】
　画像形成装置１は、ファイル５１Ａを初めてダウンロードしたか否かを判別し、さらに
、ファイル５１Ａが前回ダウンロードされた後に更新されたか否かを判別する（＃７７５
）。本ケースにおいては、更新されたと判別される。
【０１５２】
　そこで、画像形成装置１は、アップロード先（保存場所）およびファイル名を決定し（
＃７７６）、ファイル５１Ａを社外サーバ２Ｂへアップロードする（＃７７７）。この際
に、保存要求データ５３をも社外サーバ２Ｂへ送信する。
【０１５３】
　社外サーバ２Ｂは、第一のケースと同様に、ファイル５１Ａおよび保存要求データ５３
を受信すると（＃７９１）、保存要求データ５３に従ってファイル５１Ａを保存する（＃
７９２）。
【０１５４】
　これにより、社外サーバ２Ｂには、２つのバージョンそれぞれのファイル５１Ａが保存
される。
【０１５５】
　ファイル５１Ａの管理テーブル５８（図１０参照）を既に有しているので、社外サーバ
２Ｂは、ファイル５１Ａのバージョン番号およびＵＲＬなどをその管理テーブル５８へ追
記する（＃７９３）。そして、管理テーブル５８の保存場所および識別子を、保存場所通
知データ５４を画像形成装置１へ送信することによって通知する（＃７９４）。
【０１５６】
　画像形成装置１は、第一のケースのステップ＃７１８～＃７２２と同様に、属性データ
５７を生成して記憶し（＃７７８）、保存場所通知データ５４を受信し（＃７７９）、第
二の文書７２を二次元バーコード７３とともに印刷する（＃７７９～＃７８２）。これに
より、図９（Ｂ）のような印刷物６４が生成される。
【０１５７】
　第一のケースと同様に、ユーザは、印刷物６４を持って出張へ出掛ける。そして、ファ
イル５１Ａを閲覧する必要が生じたら、二次元バーコード７３を自分の端末装置３で撮影
する。以下、端末装置３として端末装置３Ｃが用いられる場合を例に説明する。
【０１５８】
　端末装置３Ｃは、第一のケースのステップ＃７５１～＃７５３と同様に、二次元バーコ
ード７３を撮像し（＃８０１）、二次元バーコード７３に示されるＵＲＬおよび印刷日時
を特定し（＃８０２）、特定したＵＲＬに基づいて文書のファイルを社外サーバ２Ｂへ要
求する（＃８０３）。この際に、特定した印刷日時を社外サーバ２Ｂへ通知する。
【０１５９】
　社外サーバ２Ｂは、端末装置３Ｃから要求を受け付けると（＃７９５）、図１１で説明
した方法によって、端末装置３Ｃへ提供すべきファイル５１Ａを決定し（＃７９６）、そ
れを端末装置３Ｃへ送信する（＃７９７）。本ケースにおいては、社外サーバ２Ｂは、複
数のバージョンのファイル５１Ａを保存している。よって、特に、図１１のステップ＃７
０３～＃７０６の処理によって、端末装置３Ｃへ提供すべきファイル５１Ａを決定する。
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さらに、ファイル５１Ａとともに、一覧データ５９を送信する。
【０１６０】
　そして、端末装置３Ｃは、ファイル５１Ａおよび一覧データ５９を受信すると（＃８０
４）、ファイル５１Ａに基づいて第一の文書７１（図８参照）を表示する（＃８０５）。
【０１６１】
　ユーザが所定の操作を行うと、端末装置３Ｃは、一覧データ５９に基づいてバージョン
一覧画面７Ｌ（図１２参照）を表示する（＃８０６）。
【０１６２】
　そして、ユーザがいずれかのバージョンを選択すると、端末装置３Ｃは、選択を受け付
け（＃８０７）、社外サーバ２Ｂへ、選択されたバージョンのバージョン番号を示すデー
タ（要求データ５５）を送信することによって、そのバージョンのファイル５１Ａを要求
する（＃８０８）。
【０１６３】
　社外サーバ２Ｂは、要求データ５５を受信すると（＃７９８）、要求データ５５に示さ
れるバージョン番号のバージョンのファイル５１Ａを端末装置３Ｃへ送信する（＃７９９
）。
【０１６４】
　そして、端末装置３Ｃは、ファイル５１Ａを受信すると（＃８０９）、前に表示してい
た第一の文書７１に代えて、このファイル５１Ａに基づいてこのバージョンの第一の文書
７１を表示する（＃８１０）。
【０１６５】
　図１７は、画像形成装置１における全体的な処理の流れの例を説明するフローチャート
である。図１８は、社外サーバ２Ｂにおける全体的な処理の流れの例を説明するフローチ
ャートである。図１９は、端末装置３Ｂにおける全体的な処理の流れの例を説明するフロ
ーチャートである。
【０１６６】
　次に、画像形成装置１、社外サーバ２Ｂ、および端末装置３それぞれの全体的な処理の
流れを、図１７～図１９のフローチャートを参照しながら説明する。
【０１６７】
　画像形成装置１は、文書共有プログラム１０Ｐに基づいて、図１７に示す手順で処理を
実行する。
【０１６８】
　画像形成装置１は、所定のコマンドの入力を受け付けると、印刷物６２をスキャンしま
たは端末装置３から受信することによって、第二の文書７２（図９（Ａ）参照）の画像デ
ータを取得する（図１７の＃８２１）。
【０１６９】
　画像形成装置１は、第二の文書７２からハイパーリンク７２ａを検出し（＃８２２）、
ハイパーリンク７２ａによって特定されるファイル５１を社内サーバ２Ａからダウンロー
ドする（＃８２３）。
【０１７０】
　画像形成装置１は、このハイパーリンク７２ａに基づくダウンロードが初めてであるか
否かを判別し（＃８２４）、初めてである場合は（＃８２５でＹｅｓ）、このファイル５
１の保存場所およびファイル名を決定し（＃８２８）、このファイル５１を社外サーバ２
Ｂへアップロードする（＃８２９）。この際に、決定した内容などを示す保存要求データ
５３を社内サーバ２Ａへ送信する。
【０１７１】
　一方、このハイパーリンク７２ａに基づくダウンロードが初めてでない場合は（＃８２
５でＮｏ）、画像形成装置１は、前回このファイル５１をダウンロードした後にこのファ
イル５１が更新されたか否かを、判別する（＃８２６）。
【０１７２】
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　そして、更新された場合は（＃８２７でＹｅｓ）、画像形成装置１は、このファイル５
１を社外サーバ２Ｂへアップロードする（＃８２９）。この際に、決定した内容などを示
す保存要求データ５３を社内サーバ２Ａへ送信する。更新されていない場合は、アップロ
ードしない。
【０１７３】
　画像形成装置１は、このファイル５１の属性を抽出し、抽出した属性など示す属性デー
タ５７を記憶する（＃８３０）。
【０１７４】
　このファイル５１をアップロードした場合は（＃８３１でＹｅｓ）、保存場所通知デー
タ５４が社外サーバ２Ｂから送信されてくるので、画像形成装置１は、これを受信し保存
する（＃８３２）。そして、この保存場所通知データ５４に示されるＵＲＬ（つまり、こ
のファイル５１の管理テーブル５８のＵＲＬ）とこの第二の文書７２の印刷日時とを示す
二次元バーコードを二次元バーコード７３として生成する（＃８３３）。
【０１７５】
　一方、このファイル５１をアップロードしなかった場合は（＃８３１でＮｏ）、保存し
ておいた保存場所通知データ５４を読み出し（＃８３４）、この保存場所通知データ５４
に示されるＵＲＬとこの第二の文書７２の印刷日時とを示す二次元バーコードを二次元バ
ーコード７３として生成する（＃８３５）。
【０１７６】
　そして、画像形成装置１は、第二の文書７２を、ステップ＃８３３または＃８３５で生
成した二次元バーコード７３を付加して印刷する（＃８３６、＃８３７）。これにより、
図９（Ｂ）に示すような印刷物６４が得られる。
【０１７７】
　社外サーバ２Ｂは、ファイル提供プログラム２０Ｐに基づいて、図１８に示す手順で処
理を実行する。
【０１７８】
　社外サーバ２Ｂは、端末装置３からファイル５１および保存要求データ５３を受信する
と（図１８の＃８４１でＹｅｓ）、この保存要求データ５３に基づいてこのファイル５１
を保存する（＃８４２）。
【０１７９】
　このファイル５１の管理テーブル５８（図１０参照）を未だ有しない場合は（＃８４３
でＮｏ）、社外サーバ２Ｂは、この管理テーブル５８を生成する（＃８４４）。
【０１８０】
　そして、社外サーバ２Ｂは、ステップ＃８４２で保存したファイル５１のバージョン番
号、ＵＲＬ、および保存日時を管理テーブル５８へ追記し（＃８４５）、管理テーブル５
８のＵＲＬを示すデータを保存場所通知データ５４としてこの端末装置３へ送信する（＃
８４６）。
【０１８１】
　または、端末装置３が管理テーブル５８のＵＲＬに基づいてアクセスしてきた場合は（
＃８４７でＹｅｓ）、社外サーバ２Ｂは、この管理テーブル５８に示されるバージョンの
うちの、この端末装置３へ提供すべきバージョンを決定し（＃８４８）、決定したバージ
ョンのファイル５１をこの端末装置３へ送信する（＃８４９）。決定の方法は、前に図１
１で説明した通りである。
【０１８２】
　管理テーブル５８に複数のバージョンがある場合は（＃８５０でＹｅｓ）、社外サーバ
２Ｂは、さらに、一覧データ５９をこの端末装置３へ送信する（＃８５１）。
【０１８３】
　または、要求データ５５を受信した場合つまり端末装置３からファイル５１を要求され
た場合は（＃８５２でＹｅｓ）、このファイル５１をこの端末装置３へ送信する（＃８５
３）。
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【０１８４】
　社外サーバ２Ｂは、サービスを停止するまでの間、他の装置から受信したデータなどに
基づいて、ステップ＃８４２～＃８４８の処理、ステップ＃８４８～＃８５１の処理、お
よびステップ＃８５３の処理を適宜、実行する。
【０１８５】
　端末装置３は、文書閲覧プログラム３０Ｐに基づいて、図１９に示す手順で処理を実行
する。
【０１８６】
　端末装置３は、印刷物６４の中から二次元バーコード７３を撮影し解析することによっ
て、二次元バーコード７３に示されるＵＲＬおよび印刷日時を特定する（図１９の＃８６
１、＃８６２）。
【０１８７】
　そして、端末装置３は、そのＵＲＬに基づいて社外サーバ２Ｂへアクセスする（＃８６
３）。この際に、その印刷日時を社外サーバ２Ｂへ通知する。
【０１８８】
　すると、ファイル５１が社外サーバ２Ｂから送信されてくるので、端末装置３は、その
ファイル５１を受信し（＃８６４）、そのファイル５１に基づいて第一の文書７１を表示
する（＃８６５）。
【０１８９】
　ステップ＃８６４において、一覧データ５９をも受信することがある。この場合におい
て、ユーザが所定の操作を行うと（＃８６６でＹｅｓ）、端末装置３は、その一覧データ
５９に基づいてバージョン一覧画面７Ｌ（図１２参照）を表示する（＃８６７）。
【０１９０】
　ここで、ステップ＃８６５で表示したバージョンとは異なるバージョンをユーザが選択
すると（＃８６８でＹｅｓ）、端末装置３は、選択されたバージョンのファイル５１を社
外サーバ２Ｂへ要求する（＃８６９）。この際に、そのバージョンのバージョン番号を示
すデータを要求データ５５として社外サーバ２Ｂへ送信する。
【０１９１】
　そして、端末装置３Ｂは、社外サーバ２Ｂからそのバージョンのファイル５１を受信し
（＃８７０）、そのバージョンの第一の文書７１を表示する（＃８７１）。
【０１９２】
　本実施形態によると、ユーザは、印刷物６４を受け取った後に新たなバージョンのファ
イル５１が社外サーバ２Ｂに追加された場合であっても、従来よりも容易にこのファイル
５１へアクセスすることができる。
【０１９３】
　図２０は、端末装置３Ｂにおける全体的な処理の流れの変形例を説明するフローチャー
トである。図２１は、第二の文書７２への二次元バーコード７３の付加の変形例を説明す
るための図である。
【０１９４】
　本実施形態では、社外サーバ２Ｂの提供ファイル決定部２３２は、端末装置３がアクセ
スしてきた管理テーブル５８に複数のバージョンが示される場合は、保存日時がその印刷
日時と一致するバージョンがあれば、そのファイル５１を、その端末装置３へ提供すべき
ファイルに決定した。そのようなバージョンがなければ、保存日時がその印刷日時よりも
古いものを抽出し、抽出した保存日時が最も新しいものを選出し、選出した保存日時に対
応するファイル５１を、提供すべきファイルに決定した。しかし、複数のバージョンが示
される場合であっても、最新のバージョンのファイル５１を、その端末装置３へ提供すべ
きファイルに決定してもよい。
【０１９５】
　また、この場合において、端末装置３Ｂは、ユーザが所定の操作を行ってからバージョ
ン一覧画面７Ｌ（図１２参照）を表示するのではなく、社外サーバ２Ｂからファイル５１
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および一覧データ５９を受信したら、第一の文書７１を表示する前にバージョン一覧画面
７Ｌを表示してもよい。具体的には、図２０に示す手順で処理を行えばよい。
【０１９６】
　図２０のステップ＃８８１～＃８８４の処理は、図１９のステップ＃８６１～＃８６４
の処理と同様である。
【０１９７】
　端末装置３は、ステップ＃８８４で受信したファイル５１が最新のバージョン（最新版
）でない場合は（＃８８５でＮｏ）、バージョン一覧画面７Ｌを表示する（＃８８６）。
なお、最新版であるか否かは、社外サーバ２Ｂが端末装置３へ通知すればよい。または、
端末装置３Ｂが一覧データ５９に基づいて判別してもよい。
【０１９８】
　そして、ステップ＃８８４で受信したファイル５１のバージョンとは異なるバージョン
をユーザが選択すると（＃８８７でＹｅｓ）、端末装置３は、選択されたバージョンのフ
ァイル５１を端末装置３Ｂへ要求して取得し（＃８８８、＃８８９）、取得したファイル
５１に基づいて第一の文書７１を表示する（＃８９０）。
【０１９９】
　ステップ＃８８４で受信したファイル５１のバージョンをユーザが選択した場合（＃８
８７でＮｏ）およびこのファイル５１が最新版である場合は（＃８８５でＹｅｓ）、端末
装置３は、このファイル５１に基づいて第一の文書７１を表示する（＃８９１）。その後
、端末装置３は、ユーザが所定の操作を行ったら、ステップ＃８８６へ進み、バージョン
一覧画面７Ｌを表示してもよい。
【０２００】
　本実施形態では、二次元バーコード７３および管理テーブル５８は、印刷日時を示した
が、印刷日時の代わりに、ファイル５１が更新された日時（更新日時）を示してもよい。
この場合は、画像形成装置１は、ファイル５１を社内サーバ２Ａからダウンロードする際
に、ファイル５１の更新日時を社内サーバ２Ａから通知される。そして、通知された更新
日時を示す二次元バーコード７３を生成し、印刷する。さらに、そのファイル５１を社外
サーバ２Ｂへアップロードする際に、この更新日時を社外サーバ２Ｂへ通知する。社外サ
ーバ２Ｂは、通知された更新日時を、そのファイル５１のバージョン番号などとともに管
理テーブル５８に書き込む。
【０２０１】
　また、端末装置３は、二次元バーコード７３を撮影した後、印刷日時の代わりに更新日
時を社外サーバ２Ｂへ通知する。社外サーバ２Ｂは、端末装置３へファイル５１を提供す
る際に、印刷日時の代わりに更新日時に基づいて、どのバージョンのファイル５１を端末
装置３へ提供すべきであるかを決定する。
【０２０２】
　本実施形態では、社外サーバ２Ｂは、一覧データ５９をファイル５１とともに端末装置
３へ送信したが、先に一覧データ５９のみを送信してもよい。この場合は、その後にバー
ジョン一覧画面７Ｌの中からユーザが選択したバージョンのファイル５１を端末装置３へ
送信すればよい。
【０２０３】
　端末装置３は、第一の文書７１とバージョン一覧画面７Ｌとを並べて同時に表示しても
よい。
【０２０４】
　本実施形態では、画像形成装置１は、第二の文書７２からハイパーリンクとしてハイパ
ーリンク７２ａのような、文字列で表わされるハイパーリンクを検出した。しかし、図２
１（Ａ）のように、文字列の代わりに、ハイパーリンクが設定されたアイコン７２ｂが第
二の文書７２に配置されていることがある。この場合は、社内サーバ２Ａは、図２１（Ａ
）のように、アイコン７２ｂを第二の文書７２から削除し二次元バーコード７３を配置す
ればよい。
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【０２０５】
　本実施形態では、ファイル５１は、社内サーバ２Ａにおいて更新されると、画像形成装
置１によってダウンロードされた後、社外サーバ２Ｂへ保存された。しかし、ダウンロー
ドされるのを待たずに、更新された後、直ちに社外サーバ２Ｂへ保存してもよい。ただし
、この場合は、社外サーバ２Ｂの文書ファイル記憶部２０２に保存された日時を保存日時
として管理テーブル５８に記録する。
【０２０６】
　本実施形態では、文書共有システム１００は、ファイル５１として、第一の文書７１を
再現するためのファイルを用いたが、音声または動画像を再現するためのファイルを用い
てもよい。
【０２０７】
　本実施形態では、社外サーバ２Ｂは、複数のバージョンがある場合に一覧データ５９を
端末装置３へ送信したが、１つしかバージョンがない場合にも一覧データ５９を送信して
もよい。
【０２０８】
　その他、文書共有システム１００、画像形成装置１、社内サーバ２Ａ、社外サーバ２Ｂ
、端末装置３の全体または各部の構成、処理の内容、処理の順序、テーブルの構成、画面
の構成などは、本発明の趣旨に沿って適宜変更することができる。
【符号の説明】
【０２０９】
　　１００　文書共有システム（データ提供システム）
　　１　画像形成装置（画像出力装置）
　　１０１　文書データ取得部（入力手段）
　　１０２　ハイパーリンク検出部（検出手段）
　　１０３　ダウンロード部（受信手段）
　　１０６　更新有無等判別部（判別手段）
　　１０７　アップロード部（アップロード手段）
　　１２５　文書印刷部（出力手段）
　　１０ｊ　プリントユニット（出力手段）
　　２Ｂ　社外サーバ（サーバ）
　　２０２　文書ファイル記憶部（コンテンツデータ記憶手段）
　　２０４　管理テーブル記憶部（一覧記憶手段）
　　２３３　第一の文書ファイル送信部（一覧送信手段、第二の提供手段）
　　２３５　第二の文書ファイル送信部（提供手段）
　　５１　ファイル（コンテンツデータ）
　　５８　管理テーブル
　　７２ａ　ハイパーリンク
　　７２　第二の文書（文書）
　　７３　二次元バーコード（識別用画像）
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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